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いじめ解消に向けた指導や支援
いじめを受けた児童生徒・保護者への対応，カウンセリン
グの必要性の確認，安心できる学習環境づくりや配慮，見
守り体制，いじめを行った児童生徒への指導，謝罪の気持
ちの醸成，いじめを行った児童生徒の保護者への助言 等
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３ヶ月を目安に状況確認
❶いじめに係る行為は止んでいるか
❷いじめを受けた児童生徒が心身の苦痛を感じていないか
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いじめ防止対策委員会（定例）

いじめ防止対策委員会（緊急）

「いじめ第一報」に基づく報告・共通理解，
関係教職員からの情報収集

※１ スクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカーの
活用や警察等関係機関との連携についても事案に応じて検討

調査・事実確認
※２ 個別の聴き取り，アンケート調査，
学級集団検査の結果や欠席状況の確認 等

※１についても事案に応じて検討
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教育活動全体を通じた，いじめに向かわない態度・能力の育成

いじめ防止対策委員会（定例）

学校いじめ防止基本方針に基づく取組

学校いじめ防止基本方針の点検や見直し，
定期的なアンケート調査や個人面談の計画・実施（いじめアンケート，子ども面談）

いじめの防止等に係る校内研修の計画・実施，いじめの防止等に係る授業や環
境づくりの計画・実施（人間関係づくりプログラム他），いじめ対応一覧記載
「いじめ第一報」を提出した事案の経過や他の報告書等との整合性の確認 等
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10日以内

令和８年度
横瀬小学校「学校いじめ防止基本方針」に基づく「対応マニュアル」

定例開催時の構成員…校長，教頭，生徒指導主任，学年長，養護教諭
※事案に応じて参加する委員…該当学級担任，専門職（SSW，SC，教育心理士)

緊急開催時の構成員…校長，教頭，生徒指導主任，
該当学級担任
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内
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⃞ いじめと疑われる場面を発見した際，いじめを受けている児童生徒の安

全を最優先し，安全確保を行った。

⃞ いじめの相談や訴えに対して，先入観や憶測なく，相談者の気持ちや思

いを十分に受け止めることができた。

⃞ いじめを受けた児童生徒の保護者に連絡し，事実関係及び学校の対応に

ついて説明するとともに，意向を聴き取った。

⃞ 対応の記録を残している。（関係文書は卒業後５年間保存）

⃞ いじめ防止対策委員会で解消の状況を確認し，概ね３か月後を目安に市

教委に「いじめ続報」を提出した。

⃞ 定期的に児童生徒に声かけするとともに保護者に連絡し，いじめが続い

ていないか，心身の苦痛はないかなどを確認している。

⃞ 管理職は職員会議等において，全教職員でいじめの状況と対応について

共通理解を図った。

⃞ いじめ防止対策委員会で，いじめの認知について判断し，市教委に速や

かに「いじめ第一報」を提出した。

⃞ 関係児童生徒への聴き取り，アンケート調査，見守り体制，学習環境の

整備など，学校としてできる対応を迅速に行った。

⃞ いじめを行った児童生徒の保護者に連絡し，事実関係及び学校の対応に

ついて説明した。

⃞ いじめの事実関係について，双方の児童生徒から個別に，十分，話を聴

くことができた。

⃞ いじめ防止対策委員会で対応を協議し，指導や支援の体制・対応方針を

決定した。

⃞ 特定の教職員が抱え込むことなく，校長を中心に一致協力した指導体制

で対応できた。

⃞ 日常のいじめ対応に関わる研修が実際の事例に役立った。

⃞ 日常醸成したいじめに対する機運が，実際のいじめの場面の解決に役

立った。
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